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こ
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で
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却
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れ
て
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し
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が
、
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に
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関
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持
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。

　
伊
賀
の
豊
か
な
自
然
環
境
を
守
る
た
め
に
行

動
で
き
る
「
人
づ
く
り
」
を
次
世
代
に
つ
な
げ

て
い
き
ま
す
。
さ
ら
に
、
市
民
み
ん
な
で
「
ご

み
減
量
」
に
取
り
組
み
、
環
境
問
題
を
重
視
す

る
持
続
可
能
な
ま
ち
づ
く
り
を
共
に
進
め
て
い

き
ま
し
ょ
う
！

▲画家の岩名泰岳さんと市内の堆肥化施設の
壁に描かれた「堆肥アート」を視察しました。

〜
地
域
循
環
型
社
会
へ
の
第
一
歩
〜

まちかど通信 伊賀市内のできごとを写真で紹介します

特集　伊賀市若者会議の取り組み

Iga City 2026

3
No.411

03　まちかど通信
04　特集　伊賀市若者会議の取り組み
06　自分らしく暮らし続けるための人生会議

ACP（アドバンス・ケア・プランニング）
08　かがやけ！くらし商品券
09　令和７年　火災・救急・救助の出動件数
10　高額介護合算療養費制度

　こどもたちと人権問題
11　市税の納期限をご確認ください

　軽自動車などの手続きを忘れていませんか
12　「こども誰でも通園」が始まります

　伊賀広域農産物ブランド「I
イ ガ グ リ ー ン

GAGREEN」に
登録しませんか

13　農業委員会からのお知らせ
14　くらしの情報
19　警察署だより
20　芭蕉翁記念館だより
21　図書館だより
22　伊賀城和定住自立圏ニュース
23　「日本遺産」認定のまち 忍びの里伊賀・甲賀

　となりまち い・こ・か
24　伊賀市の文化財

　イガプロ
25　上野総合市民病院だより

　明日に向かって（人権コラム）
26　４月の子育てカレンダー
27　４月の無料相談
28　いがフォト

　３月の二次救急実施病院

もくじ

３月号

今月の表紙

　今回の表紙は伊賀市若者会議の皆さん
です。
　伊賀市の未来を担う若者たちが集まり、
地域の活性化のためにさまざまな活動を
展開しています。リーダーのヒナタさんを
中心にさまざまなアイデアを持ち寄り、地
域の魅力を引き出すために日々奮闘してい
ます。
　情熱とエネルギーで、伊賀市を盛り上げ
ていこうとする彼らの挑戦にぜひご注目く
ださい！伊賀市若者会議の応援をよろしく
お願いします。

1
25
「二十歳のつどい」
意見交流会

1
25
第 66回
伊賀地区駅伝競走大会

三重県広報コンクール入賞

1
21 伊賀市中学生議会

1
10
令和８年
伊賀市消防出初式

　令和９年１月 10 日に行う「二十歳のつどい」
を心に残るイベントにするため、市長や市職員
と当事者の意見交流会を開きました。６人の参
加者は、交流しながらつどいの企画や会場装飾
などについて思いを話してくれました。

　今年は 77 チームがエントリーし、タスキを
つなぎました。寒風が吹く中、ランナーたちは
寒さに負けず、熱意とチームワークで力強い走
りを見せていました。

◦映像部門　審査員特別賞
　ショート動画『伊賀消防署からのおしらせ「こ
まめに水分補給をしよう！」』が審査員特別賞
を受賞しました。「見ているのが楽し
い、効果的な映像」と評価されまし
た。こちらで映像をご覧ください。

◦広報写真部門（組み写真部）　入選
　広報いが 12 月号の２～３ページ『上野天神
祭フォトレポート』が「写真のメリハリと全体
のセンスがいい」と評価され、入選しました。
同部門で３年連続の入賞となります。

　市内 10 校から選ばれた 20 人の中学生が１
日だけの市議会議員にチャレンジしました。「こ
んな伊賀市にしたい！私たちがつくる未来」を
テーマに質問や提案などを行いました。市長や
職員は真剣に耳を傾け、中学生の声を市政に届
ける貴重な機会となりました。

　出初式には、約 420 人の消防職員や消防団
員が参加しました。式典では、消防活動に貢献
した団員の表彰のほか、女性分団による火災予
防啓発劇も行われました。防火・防災の啓発活
動や消防車・救急車の展示もあり、訪れた市民
は消防への理解と信頼を深めている様子でした。
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　市では、伊賀市で生まれ育った若者の「住みたい」「住み続けたい」「帰ってきたい」という思いを育み、進学
や就職を機に転出した若者のＵターンと定住の促進のため、I

イ ガ ビ ト
GABITO 育成プロジェクトに取り組んでいます。

そのプロジェクトの一つに「伊賀市若者会議」があります。
　「伊賀市若者会議」は、市内在住・在勤者や出身者など、伊賀市にゆかりのある若者を対象として平成 30 年
度に発足しました。任期は２年間で、現在の第４期メンバーは 20 歳代から 30 歳代の 36 人です。
　今回は若者会議の今年度の活動をご紹介します。

の取り組み
問 地域創生課　☎︎ 22-9680　FAX 22-9672

　リバートレッキングや
ローカルグラフィーミート
アップ、モルックトーナメ
ント in さるびの温泉など
たくさんのイベントに参加
しました。

　週２回の投稿を行い、活動の様子やメ
ンバー紹介を中心に情報発
信を行っています。

イベントへの参加 I
イ ン ス タ グ ラ ム

nstagram

　メンバーそれぞれがプロジェクトチームを立ち上
げ活動しています。
　現在は、「若者ファーム」「伊賀音楽の集いプロジェ
クト」「高校生キッカケプロジェクト」「広報宣伝部」

「レクリエーション部・運動部」の５つがあります。

個別プロジェクト
　それぞれのイベントで自分た
ちにできることは何か、伊賀の
良さを知ってもらうためにどの
ような工夫を凝らすか、メン
バーでとことん話し合い、伊賀

に向き合う一年でした。同時に、多くのイベント
では、伊賀のためにできることを考えて挑戦して
いる人とも出会いました。これらの人たちと共に、
これからも若者会議活動をパワーアップしていき
ます！

　投稿をきっかけ
に、「一緒に何か
しませんか」とお
声がけいただいた
り、「いつも見て

います」「応援しています」といっ
た温かい言葉をいただき、大きな励
みになっています！情報発信を通じ
て、新たなつながりが生まれている
ことを実感しました。
　これからも Instagram で情報発
信していきますので、ぜひご覧くだ
さい。

市政参画事業
◦移住促進プロモーション動画・若者会議募集Ｐ

ピーアール
Ｒ動画作成

◦ S
エスエヌエス
NS を活用した住民自治協議会活動の情報発信、自治協主催事業

◦うえのまち風景づくり協議会などでの啓発事業企画・実施
◦リカレント教育の効果的な推進に係る意見や企画の提案
◦伊賀市社会福祉協議会との連携・協働による事業の企画
◦伊賀市地域福祉計画推進委員会委員
◦第５次伊賀市男女共同参画基本計画に向けた意見聴取業務
◦行政事務事業評価審査委員会委員
◦イガプロ 2025（伊賀市産業交流セミナー）

　若者会議ブースでは、伊賀の歴史や文化などに関するクイズを実施しました。当日
は多くの人にお越しいただき、楽しんでいる様子を見て、やりがいを感じました。特
に、こどもがクイズに正解して喜んでいる姿が印象的で、伊賀市の魅力を伝えること
の楽しさを実感しました。
　来場者と直接話しながら伊賀市の魅力を発信できたことは、有意義な時間でした。
より多くの人に伊賀市を知ってもらいたいという思いが強くなりました。

　移住促進プロモーション動画・若者会議募集 PR 動画作成では、移住イベントや
SNS などで伊賀市の暮らしをリアルに伝えたり、活動を PR するための動画を作成し
ました。また、「イガプロ 2025（伊賀市産業交流セミナー）」の企画メンバーとして
会議に加わり、若者の視点から、参加する人がどうすれば楽しめるかを考えながら意
見を出し合い、内容を決定しました。

　４月から第５期若者会議の活動がスタートしま
す。皆さんも若者会議の一員として活動してみませ
んか。ご応募お待ちしています。

伊賀市若者会議
新規メンバー募集中 ! ! 申込フォーム

　若者会議ブースを出展し、伊賀市をＰＲしました。

伊賀上野 NINJA フェスタ 2025 in 上野恩賜公園

　「若者ファーム」では、自分たちで育てた野菜を使ってバーベキューや、自ら伐採
した竹を使って流しそうめんなどをして、メンバー間の交流を深めました。「伊賀音
楽の集いプロジェクト」では、音楽イベント「伊

イ
賀
ガ

音
ビ ー ト

脈」をサポートしました。「レ
クリエーション部・運動部」では、伊賀地区駅伝に出場しタスキをつなぐことで、メ
ンバー間の親睦を深めています。プロジェクトによっては、まだまだスタートしたば
かりのものもありますが、これからもさまざまなことにチャレンジしていきます！

若者会議募集 PR動画
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自分らしく暮らし続けるための人生会議
ACP（アドバンス・ケア・プランニング）お知らせ

　ACP は、日本では「人生会議」とも呼ばれています。この取り組みは、「私が大切にしている
ことは何か」「私はどのように生きたいか」といった、あなた自身の価値観や生き方について考え、
医療や介護に関する希望を周囲の信頼できる人や医療・介護の専門家と繰り返し話し合うプロセ
スです。
　ACP は、こうしたプロセスを通じて、自分の考えや思いを周囲と共有することを大切にしてい

ます。これにより、いざという時に周囲の人があなたの希望に沿った対応をしやすくなり、判断が求められる場面
での悩みや負担を軽減できます。たとえ健康であっても、予期せぬ事故や病気は誰にでも起こり得ます。将来に備
えて自分らしい生き方を考えておくことはとても重要です。考えることや話し合うことに抵抗を感じる人もいるか
もしれませんが、ACP は、あなた自身の意思を明確にするだけでなく、大切な人たちとの絆を深めるきっかけにも
なります。
　大切な人が集まる機会を利用して、ぜひ一度、話し合ってみませんか。

　まずは自分の考えを整理してみましょう。そして、周囲の信頼できる人やあなたの代わりに意思決定をしてくれ
る人、医療従事者に伝えましょう。

医療や福祉の現場で働く専門職の人に、
ACP について感じたことや、その重要性について聞きました

　市では、医師・歯科医師・薬剤師・訪問看護師・ケアマネジャー・訪問リハビリテーション・社会福祉法人など
の専門職と連携し、皆さんが住み慣れた我が家で安心して暮らしていける取り組みを進めています。その取り組み
の一つとして、ACP について話し合いを始めました。

問 医療福祉政策課　☎ 22-9705　FAX 22-9673

ACPを知っていますか？　～自分らしい生き方について、話し合ってみませんか～

「ACP　人生会議」ってどんなことをすればいいの？

人生の最期を迎える時、
本人の意思を尊重するこ

とはとても重要です。日頃から
会話の中で、「自分の考えや思
い」を伝えることをお勧めします。
言葉のキャッチボールがうまく
できていれば、突然意思決定が
必要となっても、本人が満足す
る最期を迎えられると思います。

訪問看護は、在宅での療養
や介護を支える役割を担っ

ています。病気や症状と向き合うこ
とで精一杯な人も多い中、ACP を
日頃から考えることで、自分の意思
を大切にしながら人生を最期まで過
ごすことができます。不安や迷いが
ある人は、伊賀市の訪問看護ステー
ションへお気軽にご相談ください。

ACP を活用し QOL＊１や
QOD＊２を重視した医療

ケアを実現することは、地域全
体が健康で安心して暮らせる環
境を整えることに役立ちます。
また、市が実施しているお薬手
帳を活用した在宅患者の薬管理
の仕組みづくりと共に重要と考
えます。

ケアマネジャーは、介護
サービスを利用するため

の支援計画を立てています。そ
の中で ACP に通じる関わりも
あります。ACP を行い価値観
や人生観を明確にすることによ
り、本人の望む暮らしを実現す
る、より良いサービスを調整す
るサポートができると思います。

ACP は本人や家族が医
療やケアを話し合う場で

す。薬剤師は薬の効き目や副作
用、飲み合わせをわかりやすく
伝え、安心して選択できるよう
支えます。専門家として、患者
さんの人生の大切な決断に寄り
添いたいと考えています。

医　師

訪問
看護師

歯科医師

ケア
マネジャー

薬剤師

＊１　QOL（クオリティオブライフ）
　　　「生活の質」や「人生の質」を意

味し、身体的・精神的・社会的な
健康状態や、日々の生活における
満足度・充実感を総合的に示す
概念

＊２　QOD（クオリティオブデス）
　　　自分らしく生き、納得のいく最期

を迎えられるようにする過程を指
す概念

① 考える

　“もしも”病気になったり大きなけがを
したら、どのような医療やケアを受けたい
ですか？今のあなたの希望や思いについ
て、考えを整理してみましょう。

あなたの大切な
ことは何ですか？

何度でも繰り返し話し合いましょう

② 選ぶ

　“もしも”判断したり希望を伝えること
ができなくなったとき、誰に判断をしても
らいたいですか？あなたの希望を尊重でき
る人を選んでおくことが大切です。

あなたの信頼できる
人は誰ですか？

④ 共有する

　話し合いの結果を信頼できる人に共有し
ましょう。共有しておくことで、意思決定
支援の土台作りができます。

話し合いの結果を
共有しましたか？

③ 話し合う

　医療や生活に関する希望や思いを話し合
いましょう。しっかりと話し合うことでお
互いの理解を深めることが大切です。

あなたが希望する内容を
話し合いましたか？

「ACP」の詳細はこちらをご覧ください。

「ACP」についてご意見・ご感想をお聞かせください。

　昨年、広報いがを通じて「ACP」についてお伝えしました。また、地域医療普及啓発事業として実施した、
伊賀医師会主催の講演会「落語で楽しく学ぼう！在宅医療と自分らしい人生設計～あなたと大切な人のために
～」にご参加いただいた方もみえると思います。その後、ご家族
や身近な人と話し合う機会を持てたでしょうか。人生会議は、一
度きりのものではなく、人生の節目ごとに見直していく「続ける
対話」です。健康状態や家族の状況、価値観は時とともに変わ
ります。その変化を確かめながら、「自分らしい生き方」を共有
していくことが大切です。未来の安心は、今日の小さな一歩から。
大切な人と、あなたの想いを改めて語り合ってみませんか。 左から、紀平副会長、清水会長、嶋地副会長

〜伊賀医師会長にお話をうかがいました〜

トピックス
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火災の出動概要（速報値） 令和７年 前年比

火災件数
（件）

建物火災 18 − 7

林野火災 6 ＋ 5

車両火災 4 − 4

その他火災 56 ＋ 24

合　計 84 ＋ 18

死傷者
（人）

死　者 2 ± 0

傷　者 4 − 4

合　計 6 − 4

救急の出動概要（速報値） 令和７年 前年比

事故種別
（件）

急　病 3,684 ＋ 123

交通事故 327 − 35

一般負傷 847 ＋ 120

転院搬送 572 ＋ 12

その他 194 ＋ 6

合　計 5,624 ＋ 226

救助の出動概要（速報値） 令和７年 前年比

事故種別
（件）

交通事故 21 − 3

建物等による
事故＊ 19 ＋ 3

低 所 へ の 転
落・機械に身
体が挟まれた
事故など

20 ＋ 3

合　計 60 ＋ 3

＊「建物等による事故」は、建物内で病気などにより身動きが
とれず、ドアの解錠ができないために救助が必要となった場
合など

　火災時の逃げ遅れを防ぐため、住宅用火災警報
器を設置してください。
　設置から 10 年が経過している場合
は、本体の交換をお願いします。

◆住宅用火災警報器を設置・点検しましょう

火 災 救 急

救 助

令和７年　火災・救急・救助の出動件数 プレミアム付き商品券事業
かがやけ！くらし商品券​お知らせ お知らせお知らせ お知らせ

問 伊賀消防署管理課　☎ 24-9120　FAX 24-3544

　令和７年の火災件数は 84 件で、火災による死者は
２人、負傷者は４人でした。最も件数が多い、枯草火
災などの「その他火災」は 56 件で、例年、火災件数
の大半を占めています。
　発生原因として、空気が乾燥している時期に枯草な
どを焼却することで延焼拡大し火災に至っています。
やむを得ない場合を除き、屋外での焼却は行わないで
ください。

　令和７年の救急件数は 5,624 件で、4,800 人を搬
送しました。
　１日あたり平均 15 件で、市民の約 15 人に１人が
救急車を利用したことになります。

　令和７年の救助件数は 60 件で 30 人を救助しまし
た。救助とは、災害や事故で危険な場所にいる人を安
全な場所へ移動させることをいいます。

問 ◦伊賀市かがやけ！くらし商品券事業実行委員会​　☎ 41-1160（専用ダイヤル）　　　　　　
◦上野商工会議所　☎ 21-0527　​​​◦伊賀市商工会​　☎ 45-2210　​​​◦商工労働課​　☎ 22-9669​​

　伊賀市かがやけ！くらし商品券事業実行委員会で
は、物価高騰の影響を受ける市民の皆さんや事業者
を支援するため、プレミアム付き商品券「かがやけ！
くらし商品券」事業を実施します。
　商品券の購入、取扱店の登録にはそれぞれ事前に
手続きが必要となりますので、下記の注意事項をよ
く読んで、期日までに手続きをお願いします。

【商品券使用期間】　４月 20日㈪〜８月 31日㈪
◦商品券は１セット 10,000 円分（1,000 円券× 10 枚）を

5,000 円で販売するお得な商品券です。
◦商品券は、市内の登録された店舗や事業所で使用できます。
　※一部使用できない商品があります。（たばこ、金券など）
◦ 10 枚の商品券の内訳は、『全店共通券』４枚と、大型小

売店を除く『地元専用券』６枚となります。
◦商品券は、市民１人につき、２セットまで購入できます。
◦購入希望者が多い場合は、抽選で購入者・セット数を決定

します。

　商品券の購入は、事前申し込みにより購入者を決定した上
での販売となります。事前申し込みをしていない
人は購入できません。
【申込方法】　原則申込フォーム（専用はがきも可）
【注意事項】　
◦申し込みは「返信メールの受信」で完了となります。返信

メールが届かない場合は申し込みができていない可能性が
あります。もし届かない場合はお問い合わせください。

◦当選者には後日「引換コード」をメールまたは郵送します。
◦購入の手続きは広報いが４月号をご覧ください。
【申込期間】　３月９日㈪　正午〜 31日㈫　正午
　　　　　　※専用はがきの場合は当日消印有効

　商品券の取り扱いには、事前の登録申し込みが必要となります。取扱店の登録申し込みをしていない店舗・事業
所などは商品券を取り扱うことができません。
【申込方法】　必要書類を下記まで持参（郵送の場合は事前連絡）
【必要書類】　①登録申込書＊（指定様式）
　　　　　　②誓約書＊（指定様式・要押印）　　　＊申込先に用紙があります。
　　　　　　③指定金融機関の口座番号がわかるもの（任意様式）　※指定できない金融機関があります。
【申込先】　◦上野商工会議所（上野丸之内 500）　◦伊賀市商工会 本所（下柘植 723-1）・各支所（島ヶ原を除く。）
【申込期間】　３月２日㈪〜８月 31日㈪
　　　　　　※３月 25 日㈬までに登録が完了した場合、商品券販売時に同封するチラシに事業者名を掲載します。

令和７年度かがやけ！くらし商品券の概要

商品券の『購入』を希望する市民の皆さんへ

商品券の『取り扱い』を希望する市内店舗・事業所の皆さんへ

©いが☆グリオ実行委員会

◆住民税非課税世帯などへ
　「１世帯あたり１セット」を支給します
【対象者】　下記のどちらにも当てはまる世帯
①基準日（令和７年 12 月１日）に伊賀市に

住民登録がある世帯
②令和７年度住民税非課税世帯および住民税

均等割のみ課税世帯
【支給方法】　対象世帯の世帯主宛に郵送
※４月 20 日㈪以降、順次発送予定です。
※対象世帯の人も、商品券を購入できます。
問 生活支援課　☎ 22-9674

プレミアム率
100％！

見　本

最新情報はこちら

申込フォーム
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こどもたちと人権問題軽自動車などの手続きを忘れていませんか

◆手続きは必ず３月中に
　軽自動車税は、毎年４月１日現在の所有者に１年分
の税額が課税されます。そのため４月２日以降、年度
の途中で廃車や名義変更をしても、１年分の税額を納
めていただきます。
　毎年３月末には、窓口が大変混雑しますので、廃車
や名義変更などの手続きが必要な場合は早めに済ませ
ましょう。※普通自動車も同様です。
　販売業者などに廃車手続きを依頼して、標識（ナン
バープレート）ごと車両を引き渡した人は、手続きが
完了しているかどうかを、車両を引き渡した販売業者
などに再度確認してください。
※必要書類は車種や手続きの内容によって異なりま

す。必ず事前にお問い合わせください。
※すべての手続きで、窓口へ来た人の本人確認書類が

必要です。
◆手続きの窓口
◦三・四輪の軽自動車
　軽自動車検査協会三重事務所　☎ 050-3816-1779

◦二輪の軽自動車・小型自動車
　中部運輸局三重運輸支局　☎ 050-5540-2055
◦原動機付自転車・小型特殊自動車・農耕作業用等自動車
　課税課・各支所（上野支所を除く。）
◆減免を受けるには毎年申請が必要です
　身体障害者手帳や療育手帳などをお持ちで、軽自動
車税の減免を受ける人は、納税通知書が届いてから納
期限までに減免申請書に必要事項を記入し、必要書類
を添付の上、申請してください。
※現在減免を受けている人も、引き続き減免を受ける

場合は申請が必要です。
◆所有車の年税額について
　軽自動車などの税額は、種別によって異なります。
また、三輪以上の軽自動車は、新規登録年月（初めて
その車両が車両番号の指定を受けた年月。車検証に記
載されています。）によって、前年度と税額が異なる
ものがあります。詳しくは市ホームページをご覧く
ださい。

　保育所や学校などで、こどもから差別につながる発
言がありました。

◆差別につながる言葉はどこから？
　令和７年に起きた差別事象※１では、差別につな
がる言葉を、親、祖父母など、周りにいる大人から
聞いたという事例が多く、次いで SNS（YouTube、
Instagram、TikTok など）などの影響があげられます。
◆差別につながる言葉という認識があったかどうか
　こども同士でのけんかなどで使われた差別につなが
る言葉は、相手を傷つけようという意識から使われて
います。このことから、差別につながる言葉に含まれ
る特定の属性※２を、自分より下の立場と認識してい
ることが分かります。
　こどもたちを差別の被害者や加害者にしないため
に、大人が使っている言葉が、差別につながっていな
いかを確認する必要があります。そのために学校や地
域、行政などが主催する人権学習に参加し、私たちの
人権に関する知識や意識を更新していく必要があり

ます。
　令和７年度は差別につながる言葉が園児から出てい
ることから、周囲の大人の影響が大きいと考え、人権
教育・人権啓発を一層強化して進めています。

問 人権政策課　☎︎ 22-9683　FAX 22-9641問 課税課　☎︎ 22-9613　FAX 22-9618

お知らせお知らせ

市税の納期限をご確認ください
問 収税課　☎ 22-9615　FAX 22-9618

　市税は納期限までに納めましょう。口座振替で納税する人は、納期限の前日までに預貯金口座の残高を確認して
ください。
　各税目の納期限を記載している納期限一覧表は本庁舎・各支所窓口（上野支所を除く。）で配布しています。　

お知らせ

市県民税
森林環境税 固定資産税 軽自動車税 国民健康保険税

４月 １期 4 月 30日
５月 全期 6 月 1日
６月 １期 6 月 30日
７月 ２期 7 月 31日 １期 7 月 31日
８月 ２期 8 月 31日 ２期 8 月 31日
９月 ３期 9 月 30日
10月 ３期 11 月 2日 ４期 11 月 2日
11月 ５期 11 月 30日
12月 ３期 12 月 25日 ６期 12 月 25日

令和９年１月 ４期 2 月 1日 ７期 2 月 1日
２月 ４期 3 月 1日 ８期 3 月 1日
３月 ９期 3 月 31日

高額介護合算療養費制度
お知らせお知らせ

問 ◦保険年金課（後期高齢者医療担当）　☎ 22-9660　FAX 26-0151
　　　　　　（国民健康保険担当）　　☎ 22-9659　FAX 26-0151
◦介護高齢福祉課　☎ 26-3939　FAX 26-3950 　　　　　　　　

　世帯内の国民健康保険または後期高齢者医療制度の
被保険者の全員が計算期間内（令和６年８月～令和７
年７月）の間に支払った医療保険と介護保険の自己負
担額を合計し、限度額を超えた場合に、その超えた金
額を支給します。

【支給対象】
　国民健康保険または後期高齢者医療の被保険者
　※対象者には申請書を郵送します。

　令和６年８月から令和７年７月の間に転出入によ
り、加入する保険が変わった人や、ほかの医療保険か
ら国民健康保険や後期高齢者医療保険に変わった人
は、申請書が届かない場合があります。支給の対象と
思われる場合はご相談ください。
※申請書の発送は、国民健康保険の被保険者は３月上

旬、後期高齢者医療の被保険者は４月上旬です。

※支給額が 500 円以下の場合は支給しません。
※限度額は世帯の所得状況によって異なります。詳し

くは市ホームページをご覧ください。
※国民健康保険と後期高齢者医療制度以外の健康保険

に加入している人は、各保険者へお問い合わせくだ
さい。

国民健康保険後期高齢者医療

※２　特定の属性（差別を解消し人権が尊重される三重をつくる条例）
人種、皮膚の色、国籍、民族、言語、宗教、政治的意見
その他の意見、年齢、性別、性的指向、性自認、障がい、
感染症等の疾病、職業、社会的身分、被差別部落の出身
であることその他の属性をいう。

※１　令和７年に起きた差別事象件数（令和７年 12 月９日時点）

人権課題 事象件数

学校事象
（市内公立小中学校）

障がい者差別 29 件

外国人差別 6 件

性的少数者差別 1 件

社会事象
（それ以外）

部落差別（同和問題） 5 件

外国人差別 1 件

忘れず申請
してください
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「こども誰でも通園」が始まります
問 保育幼稚園課　☎ 22-9655　FAX 22-9646

お知らせ

伊賀広域農産物ブランド「I
イ ガ グ リ ー ン

GAGREEN」に
登録しませんか

　環境負荷を低減した農業生産
活動により生産された農産物の
普及と振興を目的に、伊賀広域
農産物ブランド「IGAGREEN」
登録制度を始めます。
　IGAGREEN に登録された農
産物には、登録基準を満たす取

り組みを行っていることを表示することができるシー
ルを貼付できます。
　登録基準は、伊賀地域で環境負荷低減（化学合成農
薬と化学肥料の使用を原則 30％以上低減）に取り組
んで生産された、次の基準に当てはまる農産物です。
◦有機 JAS 認証を受けた農産物
◦環境保全型農業直接支払交付金の交付対象圃場で生

産された農産物
◦人と自然にやさしいみえの安心食材表示制度に基づ

き認定された農産物
◦伊賀ふるさと農業協同組合が定めた栽培基準を満た

し、認定した農産物

◦その他、特別栽培農産物に係る表示ガイドラインに
基づき生産された特別栽培農産物

【対象者】
　伊賀市に住所または事業所を有し、登録基準を満た
す農産物を生産する農業者
【申込方法】
　申請書類に必要事項を記入の上、上記まで提出。申
請書類は、市ホームページからダウンロードできます。

　４月から「こども誰でも通園」を始めます。すべて
のこどもの育ちを応援し、保護者の就労の有無などを
問わず、誰でも保育所などを利用できる新しい制度で
す。月 10 時間の枠内で利用できます。
　こどもに集団生活を通じた新しい体験をしてもらい
たい時や、子育てに不安を抱えている人はぜひご利用
ください。
　利用希望者の面談を３月 16 日㈪から開始しますの
で上記へお問い合わせください。詳細は市ホームペー
ジでお知らせします。

【利用時間】
　平日午前８時 30 分～午後５時
　（土・日曜日、祝日、年末年始は除く。）
【ところ】　壬生野保育園　☎ 45-3179
【対象者】　保育所などに通っていない０歳６カ月～満
３歳未満のこども
【料　金】　１人１時間あたり 300 円
　　　　　（別途保険、給食代などが必要）

問 農林振興課　☎︎ 22-9713　FAX 22-9715

お知らせ

農業委員会からのお知らせ
問 農業委員会事務局　☎ 22-9720　FAX 22-9715

お知らせ

種　目 単　位 基準額（円） 備考
一般作業 1 時間 1,200 1 日の労働時間は８時間を基準とする

耕
う
ん
等

耕　起 10 a 10,410
くれ返し 10 a 7,440
代かき 10 a 7,440

あぜぬり 1 m 110 あぜぬり機使用
育　苗 1 箱 790 硬化苗
苗運搬 1 箱 90

田　植 10 a 11,440 側条施肥機使用の場合 1,810 円増し
農薬 1 剤につき 570 円増し　※苗代含まず

農薬
散布

液　剤 10 a 4,000 薬代含まず
動力噴霧機または動力散布機使用粉粒剤 10 a 2,860

ドローン使用 10 a 2,860 薬代含まず
稲刈取り 10 a 24,360 コンバイン使用

籾
もみ
運搬 10 a 3,430 ～ 4,580

乾燥・籾
もみ
摺
すり
調製 玄米 60 kg 2,520 ～ 3,090 水分量 25％を基準として水分量により

加減

色彩選別機 玄米 30 kg
570 色彩選別機単独の場合
460 籾摺りと一連の場合

畦
けい
畔
はん
草刈 1 時間あたり 1,540 ～ 2,040 刈払いのみ（機械・燃料含む）　

ほ場や畦畔の状況により加減
土壌改良材散布　肥料散布 10 a 1,720 〜 2,860 土壌改良材代含まず・肥料代含まず

麦 耕うん・播
は
種
しゅ
・施肥 10 a 9,390 種子、肥料代含まず

刈取り・運搬 10 a 17,020

大
豆
耕うん・播種・施肥 10 a 6,970 種子、肥料代含まず
刈取り・運搬 10 a 13,940

総会開催日 申請書などの提出締切日
4月10日 （金） 3月19日 （木）
5月 8日 （金） 4月16日 （木）
6月10日 （水） 5月20日 （水）
7月10日 （金） 6月19日 （金）
8月10日 （月） 7月17日 （金）
9月10日 （木） 8月20日 （木）

10月 9日 （金） 9月17日 （木）
11月10日 （火） 10月20日 （火）
12月10日 （木） 11月20日 （金）

令和９年1月 8日 （金） 12月15日 （火）
2月10日 （水） 令和9年1月20日 （水）
3月10日 （水） 2月18日 （木）

◆申請書などの提出はお早めに
　令和８年度農業委員会の総会開催日と申請書などの提出
期限は次のとおりです。
　農地（田・畑）の売買や贈与などで所有者を変更すると
きや、農地を農地以外のものに転用する場合には、農地法
に基づく許可などが必要です。申請書類などの提出は上記
まで。
※締切日翌日以降の提出や、提出書類に不備・不足など誤

りがある場合は翌月以降の総会に上程します。
※農業委員会の許可は総会後２～３営業日、市の許可は

締切日からおおむね 40 日前後での交付を予定していま
す。ただし、他法令の許認可が必要なものはこの限りで
はありません。

◆農作業賃金の目安が決まり
ました

《注意事項》
◦基準額は、ほ場整備田での目安

です。ほ場の条件・使用農機・
作業の難易などにより、双方で
協議・調整をしてください。

◦遠距離作業は、作業機などの輸
送費を双方で協議の上、別途加
算してください。

◦いずれの基準額にも飲食などの
まかない料は含みません。

◦消費税込みの金額です。

令和８年度　伊賀市農作業賃金基準表

令和８年度　農業委員会総会開催日

壬生野保育園
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広告

イベント・募集

広告

問 上野総合市民病院医療事務課
　☎ 24-1111　FAX 24-2268

ライガとライナ

上野総合市民病院
外来診療担当表

こ ど も 家 庭 セ ン タ ー
な ん で も 相 談 ダ イ ヤ ル
　妊産婦、０～ 18 歳までのこど
ものいる家庭、こども
自身からの相談や問い
合わせに応じます。
　☎ 41-0932
【受付時間】
　平日　午前９時～午後５時
問 こどもの育ち支援課
　 ☎︎ 22-9609　FAX 22-9646

　生活困窮などで支援を必要とする家
庭の中学生に対して、基礎学力と生活
習慣の習得を支援します。
　学習時間は、１回当たり２時間です。
科目は生徒や保護者の意向を踏まえ、
生徒の学力に合わせて決定します。
※詳しくは市ホームページをご確認く
ださい。
【と　き】
　4 月上旬～令和 9年 3月末（予定）
【対象者】
　伊賀市に住所を有する中学校１年生
から３年生で、生活保護費、児童扶養
手当、就学援助費のいずれかを受給し
ている世帯。またはそれらに準じて本
事業での支援を必要と市が認める人。
【定　員】　20 人程度
※申込多数の場合は抽選
【申込方法】　申込フォーム
または生活支援課窓口にあ
る申込書を下記まで
【申込期限】　３月 12 日㈭　午後５時
申・問 生活支援課
　　 ☎ 22-9650　FAX 22-9661

　新社会人としてのスタートを切る新
入社員の皆さんを祝福するとともに、
勤労意欲を育む時期に社会人としての
自覚を促し、ビジネスマナーの基本を
習得し、即戦力として企業に貢献でき
るよう研修講座を開催します。
【と　き】　４月 16日㈭
◦第１部：式典
　午前８時 30 分～９時 10 分 
◦第２部：教育セミナー
　午前９時 15 分～午後５時
【ところ】　ハイトピア伊賀
　　　　　３階上野商工会議所ホール
【対象者】　新規就職者
【料　金】
◦会員（上野商工会議所・伊賀市商工
　会・日本電信電話ユーザ協会）
　4,000 円
◦非会員　8,000 円
【定　員】　50 人
【申込方法】
　申込書を下記まで。申込書は上野商
工会議所ホームページからダウンロー
ドできます。
【申込期限】
　３月 19 日㈭
申・問 上野商工会議所
　　 ☎ 21-0527　FAX 24-3857

【と　き】　４月 18日㈯、
　　　　　５月 16日㈯、30日㈯
　　　　　午後１時～３時
【ところ】
　三重県視覚障害者支援センター
　大研修室（津市桜橋２丁目 131）
【内　容】
◦視覚障がいについて
◦点訳の基礎知識、実技
【対象者】　全日程に参加可能で、「点
訳奉仕者中級養成講習会」に参加でき
る県内在住の 18 歳以上の人
【料　金】　テキスト代、点字器代
※すでにテキスト・点字器を持ってい

る場合は、購入不要です。
【定　員】　20 人
【申込方法】
　メール、ファックス、郵送
【申込期限】　３月 13 日㈮　必着
※詳しくは、三重県視覚障害者支援セ

ンターのホームページをご覧くださ
い。

申・問 三重県視覚障害者支援センター
　　 ☎︎ 059-213-7300
　　 FAX 059-228-8425
　　 center@mieten.jp

【と　き】
　１回２時間、全７回（午前 10 時～
正午、午後１時～３時）
※最終日は午前のみ
◦金曜日コース：４月 10日、24日、
　５月８日、22日
◦土曜日コース：４月 11日、25日、
　５月９日、23日
【ところ】
　三重県視覚障害者支援センター
　大研修室（津市桜橋２丁目 131）
【内　容】
◦視覚障がいについて
◦正しく伝えるための音訳基礎知識
◦パソコンを使った録音実習
【対象者】　全日程に参加可能で、音訳
の経験がなく、パソコンを使用できる
人。講習会終了後にボランティアとし
て活動する意欲のある人。
【料　金】　テキスト代　1,320 円　
※各自で事前購入
【定　員】　各コース 25 人程度
【申込方法】
　メール、ファックス、郵送
【申込期限】　３月 31 日㈫　必着
※詳しくは、三重県視覚障害者支援セ

ンターのホームページをご覧ください。
申・問 三重県視覚障害者支援センター
　　 ☎︎ 059-213-7300
　　 FAX 059-228-8425
　　 center@mieten.jp

子どもの学習・生活支援
事業の利用者募集

第 68回新規就職者
激励会＆セミナー

点訳奉仕者初級養成
講習会音訳奉仕者養成講習会

◆普通救命講習Ⅰ（３時間）
【と　き】　４月 14日㈫
　　　　　午前９時～正午
【ところ】　消防本部　３階研修室
【内　容】
　成人に対する心肺蘇

そ

生
せい

法、AED 取
り扱い、異物除去法、止血法
【対象者】
　市内在住・在勤・在学の中学生以上
【定　員】　先着 30 人
※定員になり次第、締め切ります。
【申込方法】
　申込フォーム・電話
※団体での申し込みは事前

に電話でご相談ください。
【申込期限】　講習日の１週間前まで

申・問 伊賀消防署管理課
　　 ☎️ 24-9106　FAX 24-3544

申込フォーム

定例応急手当講習会

申込フォーム

　地価・地代・家賃・土地利用に関す
る諸問題について、（一社）三重県不動産
鑑定士協会所属の不動産鑑定士に相談
できます。詳しくはお問い合わせくだ
さい。
【と　き】　４月２日㈭
　　　　　午後１時～４時
【ところ】　本庁舎　４階会議室 405
問（一社）三重県不動産鑑定士協会
　☎︎ 059-229-3671

土地無料相談会

　　希望される場合はお問い合わせ
ください。　　
問 障がい福祉課　
　 ☎ 22-9657　ＦＡＸ 22-9662
　 shougai@city.iga.lg.jp

「広報いが」の点字版・録音「広報いが」の点字版・録音
版を発行しています版を発行しています

　伊賀市と伊賀文学振興会が伊賀市ゆ
かりの作家・横光利一の人と文学をし
のぶ催しを開催します。横光利一は中
学時代を伊賀の第三中学校（現県立上
野高等学校）で過ごし、この頃の経験
をもとに「雪解」を執筆しました。今
回のテーマは「横光ゆかりの地の顕彰
と作品」です。
【と　き】　３月 15日㈰
　午後１時 30 分～３時 30 分
【ところ】　ハイトピア伊賀
　　　　　５階多目的大研修室
【内　容】
◦講演＆トーク
　「宇佐市の取り組みから」
　講師：大分県宇佐市民図書館
　　　　前館長　松寿　敬さん
◦作品朗読　『旅愁』宇佐の場面から
問 文化振興課
　 ☎ 22-9621　FAX 22-9619

第 27回
「雪
ゆき

解
げ

」のつどい

くらしの情報
　くらしに関わる催しやお知らせ
などを掲載しています。最新の情
報は市ホームページをご覧くださ
い。二次元コードから詳しい情報
を見ることができます。
※特に記載がない催しは無料・申込不要
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　JR 関西本線沿線の魅力を堪能でき
るウォーキングイベントを開催しま
す。芭蕉翁生家や上野天神宮などを巡
り、忍者の歴史が息づく伊賀上野城下
町の景色を楽しめます。ぜひ JR 関西
本線を利用し、ご参加ください。
【と　き】　４月 19日㈰
　午前９時 15 分～午後１時頃
　（集合：午前９時）
※小雨決行
※中止の場合は、当日午前６時 30 分

に決定しますので、下記へお問い合
わせください。

【集合場所】　JR 伊賀上野駅前
【コース】
　JR 伊賀上野駅前→旧上野市庁舎
S

サ カ ク ラ

AKAKURA B
ベ ー ス

ASE →芭蕉翁生家→上
野天神宮→上野公園俳聖殿前（解散）
※距離約６km
※コース途中で飲み物の配布、かたや

きのふるまいがあります。また、芭
蕉翁生家に無料で入館できます。

※歩きやすい服装でお越しください。
【定　員】　先着 100 人
※小学生以下は保護者同伴
【申込方法】　電話・ホームページ
【申込期間】　３月９日㈪　午前９時～
４月 17 日㈮　午後５時

申・問 上野商工会議所
　　 ☎ 21-0527
　　（平日午前９時～午後５時）

芭蕉翁と忍者の里を巡る
伊賀の里歴史ウォーキング

◆人権政策課　人権啓発パネル展
　「福島差別に学ぶ」
　「障がい者の人権②」
【と　き】　３月 2日㈪～ 30日㈪
【ところ】　本庁舎 3階
「多文化共生」
【と　き】　３月９日㈪～ 20日（金・祝）
【ところ】　西柘植地区市民センター
「2025人権作品」
【と　き】　３月９日㈪～ 20日（金・祝）
【ところ】　阿山保健福祉センター
問 人権政策課
　 ☎ 22-9683　FAX 22-9641

◆寺田市民館　「じんけん」パネル展
「知っていますか？部落地名総鑑事件」

【と　き】　３月４日㈬～ 30日㈪
※開館延長日　10 日㈫、17 日㈫
　（午後７時 30 分まで）
【ところ】
　寺田教育集会所　第１学習室
問 寺田市民館　☎／FAX 23-8728

◆いがまち人権パネル展
「人権センターの活動紹介～部落差
別と向き合う～」

【と　き】　３月４日㈬～ 31日㈫
※開館延長日　５日㈭、12 日㈭
　（午後７時 30 分まで）
【ところ】　いがまち人権センター
問 いがまち人権センター
　 ☎ 45-4482　FAX 45-9130

人権啓発パネル展

広告

【と　き】　３月 18日㈬～ 22 日㈰
　　　　　午前９時～午後５時
　　　　　※最終日は午後４時まで
【ところ】　伊賀市文化会館
【展示作品】
◦「絵画」「彫塑工芸」「写真」「書」の

４部門で、入賞または入選した作品
◦無鑑査の作品
◦審査員（現・旧）の作品
◦運営委員（現・旧）の作品
◦いこか文化交流展示の作品（甲賀市

美術展覧会、亀山市美術展の昨年度
最優秀賞の作品）

◆表彰式
【と　き】　３月 22日㈰
　　　　　午後１時 30 分～

◆作品講評会（申込不要）
【と　き】　３月 22日㈰
　　　　　午後４時～
※会期中は審査員による作品講評を映

像で会場内に放映します。

問 ◦文化振興課
　　 ☎ 22-9621　FAX 22-9619
　 ◦（公財）伊賀市文化都市協会
　　 ☎ 22-0511　FAX 22-0512　

第21回伊賀市民美術
展覧会（市展「いが」）

伊賀市役所 本庁舎

３月のアート情報

市民ミニギャラリー展示作品募集中
文化振興課
☎41-0400
℻ 22-9694

問

本庁舎で下記の展示を行っています
◆４階市民ミニギャラリー
◦森實春美　絵画作品展
　

◆１階玄関横
◦伊賀市寄贈作品展示　
　荒木寛　絵画作品展

◦いけばな（伊賀華道協会）
※都合により展示物が変わる場合

があります。
※観覧時間は市役所の開庁時間に

準じます。

【と　き】　４月 28日㈫
◦前期：午前 10 時～ 11 時 30 分
◦後期：午後１時 30 分～３時
【ところ】　ハイトピア伊賀
　　　　　４階多目的室・調理実習室
【内　容】
◦前期：離乳食前期（はじめて～２回

食）の話、調理・試食
◦後期：離乳食後期（３回食～完了期）

の話、調理・試食
【定　員】　各回９人
　　　　　（先着６人まで託児あり）
【申込方法】　参加する保護者の氏名・
住所・電話番号、こどもの氏名・生年
月日、託児の有無を下記まで
【申込受付開始日】　３月 18 日㈬
申・問 子育て支援室
　　 ☎ 22-9665　FAX 22-9666

離乳食教室

◆「古池のかわず」はどこへ行ったか？
　あの「古池のかわず」が飛び込んで
から、340 回目の春
を迎えます。今回の
企画展では、世界一
有名な俳句「古池や
蛙
かわず

飛こむ水のおと」
の成立から、やがて
芭蕉の代表句となり、
さまざまな解釈や派
生作品が生み出され
ていく様子を紹介し
ます。

　学芸員による展示解説会、ワーク
ショップも開催します。ぜひお越しく
ださい。
【と　き】　３月 14日㈯～６月７日㈰
【ところ】　芭蕉翁記念館
【入館料】
　大人 300 円　　児童・生徒 100 円

◆学芸員による展示解説会
【と　き】　４月 29日（水・祝）
　午後１時 30 分～２時 30 分
【ところ】　芭蕉翁記念館展示室
※事前申込不要、参加費無料。（入館

料は必要です。）

◆ワークショップ
　紙コップガエルを作って遊びます。
【と　き】　５月５日（火・祝）
　午後１時 30 分～２時 30 分
【ところ】　芭蕉翁記念館展示室・和室
【対象者】　小学生以上　先着 15 人
※事前申込不要、参加費無料。（入館

料は必要です。）
問 文化振興課
　 ☎️ 22-9621　FAX 22-9619

芭蕉翁記念館
春の企画展

【と　き】　４月２日㈭
　　　　　午後１時 30 分～３時
【ところ】
　ハイトピア伊賀　５階学習室２
【対象者】　がん患者・家族など
【申込方法】　電話
申・問 三重県がん相談支援センター
　　 ☎ 059-223-1616
　　 FAX 059-202-5911

がん患者と家族の
おしゃべりサロン in 伊賀

　三重県指定有形文化財（彫刻）木造
広目天立像保存修理事業の活用事業と
して、文化財講演会を開催します。
【と　き】　３月７日㈯
　　　　　午後１時 30 分～３時
【ところ】　島ヶ原会館ふれあいホール
　　　　　（島ヶ原 4739）
【演　題】　伊賀の仏像―観菩提寺の諸
仏を中心に―
【講　師】　三重県総合博物館学芸員　
　　　　　瀧川　和也さん
問 文化財課
　 ☎️ 22-9678　FAX 22-9667

文化財講演会

防災・情報アプリ
H
ハ ザ ー ド ン

AZARDONで配信中！

問 防災危機対策局
　 ☎ 22-9640
　FAX 24-0444
　 kikikanri@city.iga.lg.jp

◦災害緊急情報
◦気象情報
◦地震情報
◦土砂災害情報
◦火災情報
◦行政情報
◦自治協議会・自治会からのお知らせ

芭蕉翁顕彰会蔵

　時間内の出入りは自由です。
　午前 10 時 30 分以降は、簡単な体
操やゲームなどを行います。
◆いがオレンジカフェ
【と　き】　３月 10日㈫
　午前 10 時～ 11 時 30 分（受付時間）
【ところ】　ハイトピア伊賀
　　　　　４階ミーティングルーム
問 地域包括支援センター
　 ☎ 26-1521　FAX 24-7511

◆オレンジカフェあやま
【と　き】　３月 18日㈬
　午前 10 時～ 11 時 30 分（受付時間）
【ところ】　阿山保健福祉センター
　　　　　１階ホール
問 地域包括支援センター
　東部サテライト
　 ☎ 45-1016　FAX 45-1055

認知症カフェ

【と　き】　３月 24日㈫
　　　　　午後１時 30 分～４時
【ところ】　名張市防災センター２階
　　　　　（名張市鴻之台 1-2）
※認知症の人が参加する場合は、事前

に連絡してください。
問 地域包括支援センター
　東部サテライト
　 ☎ 45-1016　FAX 45-1055

認知症の人と家族の会
「伊賀地域つどい・交流会」
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【対象者】　年度途中入所または転園を
希望する児童
【申込方法】　オンライン申請または申
請書類を下記まで持参
【申込期間】　３月１日㈰～ 25 日㈬
※持参の場合は３月２日㈪～
問 保育幼稚園課
　 ☎ 22-9655　FAX 22-9646

　市では、公共交通の利用促進と、物
価高騰に対する家計支援のため、通学
定期券等購入費の２分の１を助成して
います。令和８年度も継続して助成を
行う予定です。申請には定期券の写し
などが必要ですので、忘れずにご準備
ください。
　受付開始は５月上旬を予定していま
す。詳しくは市
ホームページを
ご覧ください。

申・問 公共交通課
　　 ☎ 22-9663　FAX 22-9694

【募集人数】　１人
【応募資格】　市内在住・在勤・在学の
満 18 歳以上の人
【任　期】　委嘱の日から令和 10 年３
月 31 日まで
【開催回数】　年２回程度
※原則、平日の昼間２時間程度
【報　酬】　6,000 円／日　
※市の規定に基づく。
【応募方法】
　応募動機（1,000 字以内、様式自
由）・住所・氏名（ふりがな）・生年月
日・電話番号を記入の上、下記まで
【選考方法】　作文審査
【応募期限】　４月 30 日㈭
申・問 障がい福祉課
　　 ☎ 22-9657　FAX22-9662
　　 shougai@city.iga.lg.jp

【募集人数】
◦看護師：10 人程度
◦介護福祉士：5 人程度
◦薬剤師：1 人
◦診療放射線技師：1 人
◦理学療法士：1 人
◦言語聴覚士：1 人
◦医療事務専門職：1 人
【採用予定日】
　７月１日、９月１日、10 月１日、
12 月１日、令和９年２月１日、４月
１日
【選考方法】　適性検査・作文・面接
【試験日】
　５月１日、７月３日、８月７日、
10 月２日、12 月４日、令和９年２
月５日
※時間などは応募した人に後日お知ら

せします。
※募集人数に達した場合、以降の試験

を中止する場合があります。直近の
募集状況はホームページで確認して
ください。

【応募方法】
　「伊賀市職員選考採用試験受験申込
書」を持参または郵送（簡易書留）で
下記まで。申込書は上野総合市民病院
病院総務課にあるほか、ホームページ
からダウンロードできます。
【応募期限】　各試験日の 14 日前の午
後５時 15 分まで
※必着
※土・日曜日、祝日と 12 月 29 日か

ら１月３日までを除く。
※応募資格や勤務条件など、詳しくは

ホームページをご覧ください。

申・問 上野総合市民病院病院総務課
　　 ☎ 41-0065　FAX 24-1565

　令和８年４月１日から、親権、養育
費、親子交流などに関するルールが変
わります。
【親権】
◦離婚後、父母の協議で「共同親権」

または「親権の単独行使」を選べま
す。

◦協議で決まらない場合や裁判離婚の
場合、家庭裁判所がさまざまな事情
を考慮した上で、こどもの利益の観
点から、親権者を決めます。

◦共同親権の場合でも、日常の行為や
急迫の事情があるときは、親権の単
独行使が可能です。

【養育費】
◦離婚のときに養育費の取決めをして

いなくても、一定額の「法定養育費」
を請求できます。

◦養育費債権の一定額に優先権が付与
され、調停や審判を経なくても差押
えの申立てができます。

　こどもの利益を確保するためには、
話し合いを通じた父母の協力が重要で
す。しかし、話し合いがまとまらない
場合は、家庭裁判所の手続を利用する
ことができます。
問 津地方裁判所・津家庭裁判所
　☎ 059-226-4172

　３月は自殺者数が増加する傾向があ
り、自殺対策基本法において自殺対策
強化月間と定められています。３月は、
春からの新生活の始まりや環境の変化
に向けて、大きなストレスやプレッシャー
を感じることが多い時期です。心の負
担が増えるこの時期には、心の健康を
大切にすることを意識しましょう。

◆街頭啓発
【と　き】　３月 11日㈬
　　　　　午後４時 30 分～５時
【ところ】　マックスバリュ上野店前
　　　　　（四十九町字堂山 1850）

◆相談窓口
　悩みを抱えている人の事情に合わせ
て選べるさまざま相談方法がありま
す。１人で抱え込まずに、気軽に相談
してみませんか。
◦厚生労働省　まもろうよこころ

◦自殺予防・自死遺族電話相談
　（三重県こころの健康センター）
　☎ 059-253-7823
　平日　午後１時～４時
問 健康推進課
　 ☎ 22-9653　FAX 22-9666

　森林や緑地はかけがえのない環境資
源です。「緑の募金」は、健全な森を
次の世代につなぐという思いを集め、
森づくりやその活動を支える人づくり
に役立てます。市では各地区市民セン
ターなどに募金箱を設置して募金活動
を行っています。ぜひご協力ください。
【設置期間】
　４月１日㈬～５月 31 日㈰
【設置場所】　本庁舎 3 階未来の山づ
くり推進室、各支所（上野支所を除
く。）、各地区市民センター
問 未来の山づくり推進室
　 ☎ 41-0934　FAX 22-9715

　所有している固定資産の状況や価格
などを確認していただくため、「土地・
家屋価格等縦覧帳簿」の縦覧期間を設
けます。
【と　き】　４月１日㈬～ 30日㈭
　午前８時 30 分～午後５時 15 分
※土・日曜日、祝日を除く。
【ところ】
　本庁舎　２階課税課（７番窓口）
【対象者】
　市内に土地または家屋を所有してい
る固定資産税の納税者
【縦覧内容】
◦土地：所在地番・地目・地積・評価

額
◦家屋：所在地番・家屋番号・構造・

種類・床面積・評価額
※令和８年４月１日以降、土地一筆台

帳の閲覧は廃止となります。今後は
法務局で不動産登記簿を請求いただ
くか、登記情報提供サービスのオン
ライン請求をご利用ください。

【閲覧に必要なもの】
　本人確認ができるもの（運転免許証、
マイナンバーカードなど）
※代理人は所有者の委任状が必要
問 課税課
　 ☎ 22-9614　FAX 22-9618

令和８年５・６月途中入所
などを希望する児童を募集

通学定期券等購入費
を助成します

障がい者地域自立支援
協議会委員募集

病院で一緒に働きませんか
上野総合市民病院

離婚とこどもの養育に
関するルールが変わります

３月は
自殺対策強化月間

「緑の募金」に
ご協力を

土地・家屋価格等
縦覧帳簿の縦覧

お知らせ

　春は、進級・進学などの生活環境の変化に伴い、こどもたちが犯罪被害に巻
き込まれる危険性が高くなります。
　こどもたちが SNS などで知り合った人に誘導され、自分の画像を送信させ
られたり、わいせつな行為をされた上で「画像をインターネットに流す」と脅
されるなどの被害が発生しています。
　保護者は、こどもの携帯電話にはフィルタリング
を設定し、こどもと次のことを話し合い、ルールを
決めましょう。
◦個人が特定される情報を書き込まない
◦知らない人と電話やメールなどをしない
◦下着姿や裸の写真は撮らない、撮らせない
　こどもを SNS などに起因する犯罪被害から守る
ために、こどもとしっかり向き合いましょう。

問 ◦伊賀警察署　☎️ 21-0110　◦名張警察署　☎ 62-0110

警察署だより
SNS利用による犯罪被害から
　　　　　　　　　　こどもを守るために

看護師

薬剤師・診療放射線技師・理学療法士・
言語聴覚士・医療事務専門職

介護福祉士

　自主的なまちづくり活動と個性的で
魅力あふれる地域づくりを推進するた
め、市民公益団体の活動に対し市がそ
の経費の一部を補助します。
　補助事業に関する公開審査会を開催
しますので、関心のある人はぜひお越
しください。
【と　き】　３月 15日㈰
　　　　　午後１時 15 分～
【ところ】　ゆめぽりすセンター
　　　　　２階大会議室
問 住民自治推進課
　 ☎ 22-9639　FAX 22-9694

令和８年度地域活動支援
事業補助金公開審査会

　市民ふれあい農園では利用者を随時
募集しています。
　農作物を育て、収穫し、実りを味わ
う実体験を通して、自然との語らいを
肌で感じてください。農作業について
の相談や、農園利用者の楽しいイベン
トも開催しています。
【ところ】　伊賀市農業公園
　　　　　（予野 11424-3）
【付帯施設】
　ログハウス（管理棟）、トイレ、ロッ
カー（有料）、シャワー（有料）、農
機具（一部有料）
【料　金】
◦小区画　年間１万 5,000 円／区画
◦大区画　年間３万円／区画
※利用期間 12 カ月未満は月割額にな

ります。
※ 100㎡以上の区画利用で割引があ

ります。
【利用期間】　契約月から年度末（３月
31 日）まで
※継続更新可、途中解約はできません。
【申込方法】　上記の窓口にて受付
【受付時間】
◦４〜９月：午前９時〜午後５時
◦ 10 〜３月：午前９時〜午後４時

（年末年始を除く。）
申・問 明日が楽しみな里づくり委員会
　　（伊賀市農業公園管理棟内）
　　 ☎／FAX 39-1250

市民ふれあい農園で
野菜を作りませんか

消費生活相談窓口
　悪質商法や契約トラブルなど消費
生活で困った時は、ひとりで悩まず、
消費者ホットライン
まで気軽にご相談ください。

☎188
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問 上野図書館　☎ 21-6868　FAX 21-8999
（平日　午前８時 30 分〜午後５時）
※休館中ですが、電話はつながります。

絵本の読み聞かせや紙芝居、手遊びなどをします。
（30 分～１時間程度）

　おはなしボランティアきらきらによる読み聞かせ会
は、4 月から下記のとおり変更となります。
【と　き】　毎月第２土曜日　午前 10 時 30 分～
【ところ】　大山田小学校　そうぞの広場（平田 25）
移動図書サービス「にんにんブッカー」も開設します。

３月の読み聞かせ

と　き ところ 催物（読み手）
14 日㈯ 10：30 ～ 大山田図書室 おはなしたいむ

（きらきら）

17 日㈫ 10：30 ～ 大山田図書室 あかちゃんたいむ・
ミニおはなし会

司書のおすすめ

　2 年ぶりに島へ帰省した船見カナ
エは、その日の夕方、時間が遡行す
る現象に巻き込まれる。幼馴染の保
科あかりの兄の死を知ったカナエ
は、その現象を利用して彼の命を救
おうとする。だが、あかりの秘密が
明らかになり…。（TRC MARC より）

　教室の中心にある黒板に、チョー
クで色付けをして作品が生まれる

「黒板アート」。その描き方やテク
ニックを紹介する。学校ですぐにで
もまねをしたくなる、アイデアやサ
ンプルが満載。（TRC MARC より）

▪いがし電子図書館【一般】
『きのうの春で、君を待つ』

八目　迷／著　くっか／イラスト（小学館）

▪いがし電子図書館【児童】
『みんなで描こう ! 黒板アート』

すずき　らな／著（誠文堂新光社）

　文化芸術の振興と社会的課題の解決
につなげていくため、伊賀市文化振興
プランの進行管理や効果検証などの審
議を行います。
【募集人数】　若干名
【応募資格】
　市内在住・在勤の満 18 歳以上で、
市議会議員・市職員でない人
【開催回数】　年３回程度
※原則、平日の昼間２時間程度
【任　期】　委嘱の日から２年間
※委嘱日は、４月１日以降、初めて行

う審議会の開催日
【報　酬】　6,000 円／日
※市の規定に基づく。
【応募方法】
　応募動機（800 字以内、様式自由）・
住所・氏名（ふりがな）・生年月日・
電話番号を記入の上、下記まで
【選考方法】　作文審査
※選考結果は全員に通知します。
※提出書類は返却しません。
【応募期限】　３月 19 日㈭必着
申・問 文化振興課
　　 ☎ 22-9621　FAX 22-9619
　　 bunka@city.iga.lg.jp

伊賀市文化振興審議会
委員募集

　３月 20 日は春分の日です。この時期には生き物
たちが活発に動き始めます。なかでも、春の訪れを
告げる鶯

うぐいす

の初音は有名ですが、和歌の世界では、寂
しげに鳴く蛙の声も並び称されてきました。芭蕉さ
んの代表句として知られる
　　古池や蛙飛こむ水のおと
は、蛙の句のなかで最も有名な作品です。芭蕉さん
は、和歌で親しまれた「鳴くかわず」のイメージを「飛
ぶかわず」へと変化させ、伝統を大切にしながら新
しい「蛙」の魅力を引き出そうとしました。
　芭蕉さんがこの句を披露したのは、43 歳の春、
深川の芭蕉庵で、弟子たちと「蛙」を題にして句会
を行ったときのことでした。この句は芭蕉さんが生
きている間はそれほど有名ではありませんでした
が、死後、弟子たちの活動によってしだいに有名に
なり、江戸時代後期には、代表句として肖像画とと
もに書かれるまでになりました。

◆令和７年度 芭蕉翁記念館企画展
　「俳聖」になった芭蕉
　１月９日㈮～３月８日㈰
◆芭蕉翁記念館 春の企画展
　「古池のかわず」はどこへ行ったか？
　３月 14日㈯～６月７日㈰

芭蕉翁記念館だより

問 ◦文化振興課　☎︎ 22-9621　FAX 22-9619 
　 ◦芭蕉翁記念館　☎ 21-2219

露城筆「古池や」芭蕉発句自画賛（伊賀市蔵）
　義仲寺無名庵の十五世主人瀬川露城に
よる近代の作品。「古池や」の句の前には、
江戸時代後期に広まった芭蕉の教えが記さ
れています。
※「デジタルミュージアム　秘蔵の国 伊賀」

にて公開中

上野図書館 LINE 公式アカウント 図書館ホームページ

図書館からのお知らせ

◆きょうは一日おはなし会♪　おはなしマラソン
　市内で活動する読み聞かせボランティ
アグループがバトンをつなぎ、一日中さ
まざまなおはなし会をお届けします。
　絵本や紙芝居、ストーリーテリングなど、時間帯
ごとに内容が変わるので、いつ来ても楽しめます。
新図書館で“おはなしの一日”を過ごしてみませんか。
【と　き】　４月４日㈯
　　　　　開催時間などは右上の二次元コードから
　　　　　ご確認ください。
【ところ】　伊賀市中央図書館
　　　　　おはなし室またはミーティングルーム
　　　　　（旧上野市庁舎 SAKAKURA BASE）

◆直木賞作家・万城目学さん講演会
　「小説家という仕事～日常と非日常の
交差点で～」をテーマに、伊賀市が題材
の作品についてもお話しいただきます。
　当日、万城目さんの著書を購入した人は、講演会
後のサイン会に参加できます。
【と　き】　４月５日㈰　午後１時～２時 30 分
【ところ】　伊賀市中央図書館　２階学習・集会室
　　　　　（旧上野市庁舎 SAKAKURA BASE）
【定　員】　60 人
【申込方法】
　申込フォーム
※チラシは、各図書室へ設置
【申込期間】　３月９日㈪　午前９時～
　　　　　　22 日㈰　午後７時
※申込多数の場合は抽選。申込者全員に、

３月 25 日㈬までに連絡します。

【と　き】　４月１日㈬　午前９時～
【ところ】　旧上野市庁舎 S

サ カ ク ラ

AKAKURA B
ベ ー ス

ASE

新図書館オープン記念イベント

「伊賀市中央図書館」移転開館！

申込フォーム

問い合わせフォーム

芭蕉翁記念館ホームページ

　健診センターでは、令和８年１月か
ら、「MRI もの忘れ検診」と「無痛乳
がん検診」を始めました。
　MRI もの忘れ検診は、脳の萎縮を
早期に発見し、認知症の進行を遅らせ
るための治療を始めるきっかけとなり
ます。
　無痛乳がん検診は、触診や乳房の圧
迫がなく、Ｘ線被ばくもないため、痛み
がなく負担が少ない安心な検査です。
　詳しくは、ホームページをご覧くだ
さい。
申・問 上野総合市民病院健診センター
　　 ☎ 24-1186

新たな専門ドックを
始めました

　水質検査を適正に行うために、検査
項目・頻度などを定めた令和８年度水
質検査計画を策定しました。
【閲覧場所】
　市ホームページ・ゆめが丘浄水場
問 水道施設課
　 ☎ 24-3980　FAX 24-0006

水道水質検査計画

◆伊賀上野城ブルーライトアップ
　「世界自閉症啓発デー」にあわせて、
自閉症をはじめとする発達障がいにつ
いての啓発活動として伊賀上野城をブ
ルーにライトアップします。
【と　き】　４月２日㈭～４日㈯
　　　　　午後６時～ 10 時

◆自閉症とは
　脳の発達に関係する障がいで、外見
では分かりにくいのが特徴です。例え
ば、こだわりが強い、周囲に合わせる
のが苦手、いつもと違うことに強い不
安を抱くなど、その個性は一人ひとり
違います。周囲が個性をよく理解し、
その人に合ったやり方で、家庭・学校・
職場での過ごし方を工夫することがで
きれば、その人が持っている本来の力
をしっかり発揮することができます。
問 障がい福祉課
　 ☎ 22-9657　FAX 22-9662
　 shougai@city.iga.lg.jp

4 月 2日は
世界自閉症啓発デー
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伊賀城和（伊賀・山城南・東大和）
定住自立圏ニュース

「日本遺産」認定のまち
忍びの里伊賀・甲賀

　甲賀市甲賀町鳥居野に鎮座する大鳥神社は、平安時代に
伊賀国より勧請された古社で、大原谷の総社として崇敬さ
れてきました。京都の八坂神社を模した朱塗りの楼門（国
登録有形文化財）のほか、平安時代の木造神像（重要文化財）
など多くの宝物を有しています。毎年夏には、疫病を鎮め
るため花蓋の造花を奪い合う「花奪い（ハナバイ）」で知
られる「大原祇園」が行われ、風流な灯籠や踊り子などの
芸能を今に伝えています。 
　ここは甲賀忍者としても名高い地侍「大原氏」の拠点で
した。戦国時代、一族は「大原同名中」という強固な自治
組織を結成し、地域の支配や防御を担いました。彼らが定
めた「大原同名中与掟」は、忍びの里の自治を伝える貴重
な史料です。この結束は現代にも「大原同苗講」として受
け継がれ、今もなお毎年８月には大鳥神社で末裔たちが寄
合を行い、その歴史と誇りを守り続けています。

【問い合わせ】
　忍びの里伊賀甲賀忍者協議会事務局
　伊賀市観光振興課　☎0595-22-9670
　甲賀市観光企画推進課　☎0748-69-2190

大鳥神社

はながさ

まつえい

日本遺産忍びの里 伊賀・甲賀ホームページ

▲大鳥神社正面

問 市民活動支援センター　☎︎ 22-1511　FAX 22-0317

　交流会では、団体同士が日頃の取り組みやこれから
の活動などについて意見交換しながら交流を図り、時
間を忘れて語り合う様子から活動に対する熱い思いが
伝わりました。

　会場では、各団体が持ち寄ったパンフレットやチラ
シの配布、PR 動画の上映もありました。
　N-1 グランプリをきっかけに団体同士が新たにつ
ながり、住民活動がさらに盛り上がることを願ってい
ます。

　今年度の N-1 グランプリは 22 団体がエントリーしました。昨
年 10 月に各市町村で行った活動紹介パネル展示には、1,180 票の
投票をいただきました。
　１月 26 日㈪、ゆめぽりすセンターでグランプリの結果発表と表
彰式・交流会を開催しました。

　N-1 グランプリは、伊賀城和定住自立圏域で活動する住民団
体が活動紹介パネルを作成・展示し、パネルを見た人が応援した
い団体に投票する取り組みです。

事業名：観光ボランティアガイド活動
団体名：カルチャーボランティアガイド
　　　　いがうえの語り部の会（伊賀市）

グランプリ（154票）

事業名：未来へつなぐ地域づくり活動
団体名：川西梅が丘地域づくり協議会
　　　　青年部（名張市）

第３位（118票）

事業名：地域住民のための、地域住民
　　　　参加型「第九演奏会」
団体名：名張第九を歌う会（名張市）

準グランプリ（134 票）

TOPICS N
エヌワン

-1 グランプリ in 伊賀城和 2025
表彰式・交流会

甲賀市甲賀市 亀亀山市山市

　３月１日から近江鉄道線全
線で、ICOCA などの交通系
IC カードが使えるようにな
り、JR 草津線からの乗り継
ぎがより便利になりました。
　安土城築城 450 年と「豊
臣家」にゆかりのある近江八
幡市・甲賀市の各施設を巡る
スタンプラリーを開催してい
ます。
　鉄道に乗ってオリジナ
ルの御城印＊を作りに来
ませんか。
【と　き】　３月 31 日㈫まで
＊お城などを訪れた証として授与される印章
問 ◦近江鉄道株式会社　鉄道部
　　 ☎ 0749-22-3303
　 ◦（一社）甲賀市観光まちづくり協会
　　 ☎ 0748-60-2690

　亀山市では、魅力ある特産品を全国に発
信するため、令和３年度から「亀山ブラン
ド認定事業」を実施しています。
　今年度、新たに３品目を認定し、全 21

事業者 41 品目となりました。（一部重複事業者有）

問 亀山市商工観光課観光・地域ブランドグループ
　 ☎ 0595-84-5074

第４弾 「亀山ブランド」認定品近江鉄道に乗って巡る
『御

ご

城
じょう

印
いん

スタンプラリー』

詳しくは、市ホームページを
ご覧ください。

情報交流ひろば

となりまち

伊賀 甲賀 亀山

い・こ・か

◦ほうじ茶
ほうじ茶＝安価という常識を覆
す「高級なほうじ茶」

市川大楽園
亀山市辺法寺町 1013-4
☎ 0595-85-0321

希少な亀山市産抹茶 100％使用
の関宿の新名物

◦亀山抹茶フロランタンBOX

菓子工房きみの庭
亀山市関町木崎 264-1
☎ 080-5312-7560

◦AU 逢う クラフトシロップシリーズ
「人や地域とのご縁」をコンセプト
にしたオリジナルクラフトシロップ

岡田屋本店
亀山市西町 438
☎ 0595-82-0252 亀山ブランド 検　索

御城印スタンプラリー

近江鉄道ホームページ
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　現代社会において、環境問題と人権は切り離せな
い関係にあります。気候変動や大気・水質汚染は、
私たちの暮らしや生活基盤を脅かす基本的人権の問
題です。
　例えば、汚染された空気や水によって健康被害を
受け、安全で健康的な生活を送る権利が侵害された
り、気候変動による自然災害は、生存権や生活の権
利を脅かします。また、土壌や水資源の悪化によっ
て農業や漁業が成り立たなくなると、生計手段を失
い、貧困に陥る人が増えることが懸念されます。そ
の結果、こどもが十分な教育を受けられなくなった
り、働く機会が制限されたりと、世代を超えて貧困
の固定化が進む危険性があります。
　これらのことから、環境と人権は密接に関連して
いることがわかります。持続可能な開発目標 S

エスディージーズ
DGs

でも、より良い環境の持続と人権保障は一体の課題

として掲げられていて、気候変動への対応などによ
る地球環境の保全、持続可能な資源循環の推進や豊
かな自然と生物多様性の保全などの環境対策を進め
る際には、人権の視点を取り入れる必要があります。
　私たちができる具体的な行動として、次のような
ものがあります。まず、日常生活においてリサイク
ルや省エネルギーを心掛け、環境負荷を減らす努力
をすること。また、環境問題について学び、周囲に
情報を発信することも重要です。
　このように、私たちが環境問題の解決に向けて行
動することは、結果として人権の保障にもつながり
ます。より良い未来を次世代に引き継ぐため、私た
ちの選択と行動が、地球と人々の未来を作る力とな
ることを忘れてはなりません。

■ご意見などは人権政策課 ☎ 22-9683　ＦＡＸ 22-9641　 　jinken-danjo@city.iga.lg.jp へ

環境と人権の交差点　－環境政策課－

　市民病院では、患者さんやご家族が安心して医療
を受けられるよう、医療安全管理室を中心に医療安
全管理に取り組んでいます。医療安全管理室では、
日々の医療の中で「ヒヤッとした」「少し気になった」
などの報告を受け、院内で共有します。その後、原
因を話し合い、同じことが起こらないよう再発防止
を図っています。また、職員向けの研修やマニュア
ルの見直しを定期的に行い、安全意識の向上と知識
の習得にも努めています。
　医療の現場は、医師や看護師など多くの職種が関
わっていて、職種の垣根を越えて情報を共有し、一
つひとつの医療行為などを確認し、声をかけ合うこ
とが重要です。小さな気づきを見逃さず、改善につ
なげることが安全な医療を提供するための基盤とな
ります。
　また、患者さんやご家族から情報を提供していた
だくことも医療の質と安全性を高めるためには重要

です。治療や薬について分からないこと、不安に感
じたことがあれば、遠慮なく医療スタッフにお声が
けください。
　地域の皆さんに信頼され、安心して受診していた
だけるよう、今後も職員一丸となって医療安全管理
の向上に取り組んでいきます。

（医療安全管理室　田中　鈴恵）

上野総合市民病院だより

　当社は 2024 年４月に 100 周年を迎えました。今もなお職人による手作業
の釜

かま

焚
だ

き製法を用いて石
せっ

鹸
けん

を製造しています。「非効率でも、最高の使い心地
を追求し、納得の行く製品を開発して、皆さんの“くらし”や“気持ち”を
楽しく、気持ち良いものにしていきたい。」100 年先までこの思いを胸に、真
面目に誠実に、ものづくり・ことづくりに向き合っていきたいと考えています。
　伊賀市の生産拠点は、I

イ ガ

GA S
ス タ ジ オ

TUDIO P
プ ロ ジ ェ ク ト

ROJECT という名前がついていて、
見学やイベントなどでお越しいただいた人に楽しさをお届けしたいという思
いを込めています。
　当社は洗浄剤や化粧品を作っていて、その中でもおすすめはヘアケアブラン
ドの「1

ジ ュ ー ニ

2/JU-NI」です。髪を本気で良くするための処方で、髪に悩みがある人、
自分に合うものが見つからない人は、ぜひ「12/JU-NI」をお試しください。
　また、今年 10 周年を迎えた「S

そ ま り

OMALI」ブランドは、天然素材の優しさと
石鹸職人のこだわりが詰まった商品です。

◆若手社員のコメント
　入社してから１年半程経ち、現在は主に粉末製品を中心に製造をしています。
私は体が細く、入社してからしばらくの間は 25kg の仕込み原料を持ち上げる力
がありませんでした。しかし、先輩に助けてもらいながら持ち方のコツなどを
教えていただき、今では当たり前のように粉末製品を仕込めるようになりました。
初めの頃は仕事ができるのか不安でしたが、先輩が熱心に向き合ってくれたお
かげで今の自分があります。先輩方には本当に感謝しています。

◆会社概要
【創　業】　1924 年４月１日
【所在地】　治田 3209-12
【社員数】　伊賀市 24 人・八尾市 42 人
【事業概要】　洗剤・化粧品の製造販売
【主な製品】　シャンプー、コン
ディショナー、洗濯用石鹸など
【連絡先】　☎ 20-9222

https://www.kimurasoap.co.jp/

◆医療安全管理の取り組みについて

商工労働課　企業誘致推進室　☎ 22-9727　FAX 22-9695

　「イガプロ」とは、「イガ」と「プ
ロダクト（製品）」、「プロフェッショ
ナル（専門家）」などさまざまな「プ
ロ」を掛け合わせた造語です。

問

木村石鹸工業株式会社

医療安全カンファレンス（意見交換）の様子

 
　今回紹介する外山・鷺棚古墳群は、柘植川右岸の
丘陵上にある大小約 30 基の古墳です。
　古墳とは、土を高く盛りあげた有力者の墓のこと
で、権威の象徴として３世紀半ば～７世紀に造られ
ました。この期間を古墳時代といいます。
　古墳にはいろいろな形があり、そのなかで最も格
式が高いのが、鍵穴の形をした前方後円墳です。前
方後円墳は、当時政治の中心であったヤマト政
権の大

おお
王
きみ

の墓であり、列島各地では政権と関
係が深い有力者にのみ造ることが許されました。
　市内には約 1,200 基余りの古墳が見つかっ
ていますが、前方後円墳は 17 基で、市内各地
に有力者の古墳があったことがうかがえます。
なかでも県内最大の古墳である御墓山古墳（佐
那具町）は全国的にもよく知られています。
　さて、外山・鷺棚古墳群について特筆すべき
は、前方後円墳が４基含まれることです。これ
は、前方後円墳を造ることのできる有力者が、
数世代にわたってこの近くを拠点に活躍し続け
たことを示しています。ここに葬られた人たち

は、御墓山古墳を造った人物に連なる存在であった
かもしれません。
　古墳時代が終わり、奈良時代になると、古墳群の
ふもとに伊賀国の役所である伊賀国庁が置かれ、朝
廷から派遣された役人たちがこの地を統括するよう
になります。前方後円墳に葬られた有力者たちの子
孫は、役人たちの下で、代々培われた土地への理解
や人望などの実力をもって、地方行政を担いました。

文化財課　☎ 22-9678　FAX 22-9667

外山・鷺
さ ぎ

棚
だ な

古墳群（外山）

伊賀市の文化財伊賀市の文化財 163163

▲外山・鷺棚古墳群
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４月の子育てカレンダー
子育て支援のための教室・事業のご案内

子育て支援教室フォトレポート

友だち追加はこちら▲︎

伊賀市 LINE 公式アカウント１月 15 日（木）、「くるみっこひろば」では「やっちゃん・ふくちゃ
ん」がバルーンアートのパフォーマンスをしてくれました。カラフ
ルな風船がクマやウサギに大変身して、こどもたちは大喜び。その
あと、親子で協力して風船の花を作りました。たくさんの花と動物
が集まる素敵な空間になりました🌸

問い合わせ ………………………………
子育て包括支援センター
いがまち子育て支援センター
島ヶ原子育て支援センター
あやま子育て支援センター
大山田子育て支援センター
青山子育て支援センター
曙保育園「すくすくらんど」
森川病院「エンジェル」

（健診）こどもの育ち支援課
（乳幼児相談）子育て支援室

☎ 22-9665
☎ 45-1015
☎ 59-9060
☎ 43-2166
☎ 47-0088
☎ 53-0711
☎ 21-7393
☎ 21-2425
☎ 41-1556
☎ 22-9665

包
い
島
あ
大
青
曙
森

◦
◦

各教室・事業の詳細や申込方法は市ホームページから
ご確認ください。

　子育て支援、親子で参加できる
イベント情報をお届け！（受信設
定で「子育て・教育」を選択）

暮らしのいろいろな問題と悩みごとについて相談をお受けします。詳しくは市ホームページをご覧ください。

相談内容 開催日 時　　間 場　　所 問い合わせ／備考 電　話

※相談時間などはお問い合わせください。
相談内容 問い合わせ 電　話

消費生活相談 市民生活課 22-9626
空き家に関する相談 空き家対策室 22-9676
高齢者の総合相談 地域包括支援センター 26-1521

女性相談　※予約優先
こどもの育ち支援課
こども家庭相談係 22-9609家庭児童相談　※予約優先

母子・父子自立相談
※予約優先

こどもの発達相談 こどもの育ち支援課発達支援係 22-9627

相談内容 問い合わせ 電　話

障がい者の総合相談 障がい者相談
支援センター 26-7725

ふれあい相談（教育相談） 教育研究センター 21-8839
青少年相談 青少年センター 24-3251

若者の就労相談
※予約優先

いが若者サポート
ステーション 22-0039

雇用・労働相談 商工労働課 22-9669
生活にお困りの方の相談 生活支援課 22-9650

人権相談 人権政策課 22-9683

４月の無料相談

常時開設相談

月 火 水 木 金 土 日
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

い 乳幼児相談 青 おともだちあつまれ！
森 ベビーマッサージ

包 乳幼児相談
い らぶらぶひろば
あ げんきっこ

包 にんにんパーク
青 土曜広場

青 おはなし会

島 プレイルームでアート
曙 すくすくひろば
森 エンジェルサークル

島 プレイルームでアート 大 わんわんひろば
青 なかよし広場
曙 ぐるんぱ

い あんずっこひろば
森 ベビーマッサージ

包 ぐんぐん
あ おはなしひろば

包 ふれあい広場
青 土曜広場

包 てくてく
大 おたのしみひろば
曙 すくすくひろば
森 エンジェルサークル

包 ぴよぴよ 青 乳幼児相談
曙 ぐるんぱ

い くるみっこひろば
森 ベビーマッサージ

包 よちよち
い らぶらぶひろば
あ ベビーチッチ

い らぶらぶひろば
曙 すくすくひろば
森 赤ちゃんなんでも相談・

はついく測定会

包 離乳食教室

森 ベビーマッサージ い らぶらぶひろば

４月の健診
【１歳６カ月】　16 日㈭
【３歳児】　21 日㈫

※ハイトピア伊賀駐車場は有料です。

法律相談　※予約制
＊市職員（弁護士）が相談

に応じます。
　（年度内１回のみ）

①
９日㈭

13:00 〜 16:30 本庁舎　２階相談室３
市民生活課

① 4/2　8：30 〜受付
② 4/21　8：30 〜受付

※先着６人
22-9638

②
28 日㈫

女性法律相談（離婚・
親権など）　　※予約制 ８日㈬ 13:00 〜 16:00 ハイトピア伊賀

４階相談室

人権政策課
※受付期間（3/16 ～ 30）

※先着４人
※オンライン相談

22-9632

法テラス法律相談（弁護士）
＊収入要件あり　※予約制 15 日㈬ 13:00 〜 16:00 本庁舎　２階相談室３

法テラス三重
※受付期限（4/14）

※先着６人
050-3383-

5470

行政相談（行政相談委員）
＊行政に関わる日常の困
　りごとをお伺いします。

８日㈬ 13:30 〜 15:30
本庁舎　２階相談室３ 市民生活課 22-9638

島ヶ原支所　１階応接室 島ヶ原支所 59-2053

９日㈭ 13:30 〜 16:00 大山田福祉センター　相談室 大山田支所 47-1151

司法書士相談（登記・相続・
借金問題など）※予約制 22 日㈬ 13:00 〜 16:00 本庁舎　２階相談室３

市民生活課
※受付期間（3/26 ～ 4/20）

※先着 5 人
22-9638

出張年金相談※予約制 ９日㈭ 10:00 〜 15:00 ハイトピア伊賀　３階 津年金事務所 059-228-
9112

外国人のための
行政書士相談
※予約制

２日㈭ 13:30 ～ 16:00 ハイトピア伊賀　４階
多文化共生センター

多文化共生課
※受付期限（3/30）

※先着４人
22-9702

健康相談 24 日㈮ 9:30 〜 10:30 ハイトピア伊賀
４階ミーティングルーム 健康推進課 22-9653

◆各センターのプレイルームで遊べます
包 月〜金　９：00〜 17：00　　土　９：00〜 12：00

第２土曜日は上野南公園でにんにんパーク開催
島 い 大 月〜金　９：00〜 17：00

曙 月〜水 10：00〜 16：00
森 月・水・金・土・日 12：00〜 17：00

青 あ 火〜土　９：00〜 17：00

高齢者の就業相談 16 日㈭
※予約制 13:30 〜 15:00 伊賀市シルバーワークプラザ シルバー人材センター 24-5800

人権相談
（人権擁護委員）

１日㈬
13:30 〜 16:00

島ヶ原支所　会議室

人権政策課 22-9683

３日㈮ 阿山保健福祉センター　2 階会議室
８日㈬ 9:00 〜 12:00 青山複合施設 アオーネ　会議室１
９日㈭

13:30 〜 16:00
大山田福祉センター　ふれあい広場

10 日㈮ 西柘植地区市民センター
16 日㈭ ハイトピア伊賀　４階相談室３
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救急車を呼ぶか迷うとき
（24時間　通話・相談無料）

伊賀市救急・健康相談ダイヤル24
☎0120-4199-22

受診できる医療機関が
知りたいとき（24時間）

三重県救急医療情報センター
☎059-229-1199
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伊賀市の人口・世帯数（令和８年１月末現在）

総数　83,162人 （前月比 −173）

世帯数　40,494世帯（前月比 −38）

今月の納税　　納期限　３月31日㈫
　　　　　　　国民健康保険税（９期）

応募方法など詳しくはこちら▶︎

※診療体制確保のため、駐車場到着後に電話で症状を伝えてください。
※各種感染症検査・点滴・レントゲン検査・血液検査などは行っていません。
※救急車利用の場合、帰りの手段は各自で手配してください。

平日：午後５時～翌日午前８時 45 分
土・日・祝日：午前８時 45 分～翌日午前８時 45 分

（岡波総合病院）
月曜日：午後５時～翌日午前９時　
水曜日：午後５時～翌日午前８時 45 分　
日曜日：午前９時～翌日午前８時 45 分
※月・水曜日が祝日の場合、午前９時～翌日午前８時 45 分

上野総合市民病院　☎ 24-1111
名張市立病院　☎ 61-1100
岡波総合病院　☎ 21-3135

（月～土曜日）午後８時～ 11時
（日・祝日） 午前９時～正午・午後２時～５時・８時～ 11時
※受付は診療終了時刻の30分前まで　　

一般診療・小児科

問 広聴広報課　☎ 22-9636

伊賀市応急診療所　☎ 22-9990（上之庄 1700-1)
※夜間・休日の手術・入院を伴わない一次救急の人が対象 

実施時間帯

救急車での搬送以外は必ず事前連絡を

診療科目

診療時間

※二次救急（重症）の人が対象３月の二次救急実施病院

令和８年
2026

3
No.411

い が フ ォ ト
伊賀市内で撮影された風景、人物、暮らしの様子などすてきな写真を紹介します。

日 月 火 水 木 金 土
１
岡波・名張

２
　岡波

３
　名張

４
　岡波

５
　名張

６
　上野

７
　上野

８
　岡波

９
　岡波

10
　上野

11
　岡波

12
　名張

13
　上野

14
　名張

15
岡波・名張

16
　岡波

17　
　名張

18
　岡波

19
　名張

20
　上野

21
　上野

22
　岡波

23
　岡波

24
　上野

25
　岡波

26
　名張

27
　上野

28
　上野

29
岡波・名張

30
　岡波

31
　上野 ＊小児科以外の診療科です。

※重症者が重なるなど、診察できない場合があります。
※非当番日は救急の受け入れを行いません。

　夜明け前から待って、ようやく現
れた伊賀上野城！感激でした。

投稿者　大花健生さん

「雲海に浮き出た上野城」

　雨上がり、駐車場の水たまり
に映るきれいな夕焼け

　大好きなおじいちゃんにかわい
がってもらって満面の笑みです。

投稿者　 西口正一さん

投稿者　 こてっちゃんさん

「リフレクション」「満面の笑み」


